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 渋谷区では、公共用物である河川の恒常的かつ適正な利活用を促進するため、河

川敷地占用許可準則（以下、「準則」という。）の改正（平成 23年 3月 8日付け国

河政第 135 号通知）を踏まえ、河川敷地の利用について地域の特性や都市及び地

域の再生等に係る要望等を十分に考慮した上で、準則第２２に基づき、下記のとお

り都市・地域再生等利用区域を指定します。 

 

記 

 

１ 都市・地域再生等利用区域 

(1) 指定範囲 

二級河川 渋谷川の河川区域内のうち 

東京都渋谷区渋谷三丁目地先で 

別図に示す区域 

(2) 指定年月日 

平成３０年３月３０日 

 

２ 都市・地域再生等占用方針 

  (1) 都市・地域再生等利用区域において占用の許可を受けることができる施設

 ①  準則第２２第３項第１号に掲げる「広場」 

   （八幡橋から新並木橋先の河川沿い空間の広場） 

 ②  準則第２２第３項第６号に掲げる「広場と一体をなす施設等」 

   （前号広場と一体をなすファニチャー等） 

 ③ 準則第２２第３項第１１号に掲げる「その他都市及び地域の再生等の  

    ために利用する施設」 

   （鉄道の遺構） 

(2) 許可方針 

上記(１)に係る施設の占用を可能とする要件を付すべき条件は下記のとお

りとする。 

① 流水の占用、土地の占用及び建築物又は工作物（以下「占用施設」と

いう。）の新築及び変更については、河川法（昭和 3９年法律第１６７号。



以下「法」という。）、河川法施行令（昭和 40年政令第 14号）、河川管

理施設等構造令（昭和 51 年政令第 199 号）、工作物設置許可基準（平

成 6 年建設省河治発第 72 号）及びその他関係法令の規定を遵守しなけ

ればならない。 

② 法第２４条、第２６条第１項の許可を受けようとする者は、占用施設

の設置により河川及び河川管理施設への影響や治水、利水上の支障等を

審査する必要があるため、事前に、構造や施工方法について、計画協議

及び設計協議を東京都建設局河川部長に行うこと。 

③  占用許可の期間は、１０年以内とする。 

④  本件許可の更新または変更を申請する場合は、改めて、「渋谷区が主催

する渋谷川環境整備協議会による地域の合意」（以下「地域の合意」とい

う。）を得たうえで、期間更新の申請を行うこと。 

   ただし、軽微な変更については、この限りではない。 

⑤  本件占用に伴う危険を防止するために必要な措置を講ずること。 

⑥  洪水、高潮及台風等の緊急時における情報伝達体制（夜間及び休日を

含む。）を整備し、占用施設の利用者の避難が円滑に行われるための措置

を講ずるとともに、占用施設の点検等行うこと。 

⑦  占用施設の維持管理を十分に実施すること。 

⑧  騒音防止策等の措置を講ずること。 

⑨  占用施設の利用者により排出されたごみは適正に処理すること。 

⑩ 賑わいのある良好な水辺空間の保全や創出を図る河川貢献策として、 

地域の合意を得たうえで、区長と協議のうえ実施すること。 

⑪  東京都河川流水等占用料徴収条例（平成 12 年東京都条例第 95 号）

に基づき、河川流水等占用料を納付すること。 

⑫  以上の許可条件のほか、河川管理上必要な条件を付すことがある。 

 

３ 都市・地域再生等利用区域の占用主体 

1）（広場） 

 準則第二十二第四項第一号に規定する、準則第六第一号に掲げる占用主体 

2）（広場と一体をなす施設等）による広場と一体をなすファニチャー等 

 準則第二十二第四項第一号に規定する、準則第六第一号に掲げる占用主体 

3）（その他都市及び地域の再生等のために利用する施設）による鉄道の遺構 

 準則第二十二第四項第二号に規定する、営業活動を行う事業者等であって、 

 河川管理者、地方公共団体等で構成する河川敷地の利用調整に関する協議会 

 等において適切であると認められたもの 

 


